
 

 

神戸市立医療センター中央市民病院移転業務委託事業者選定プロポーザルの募集公告 

 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 

理事長 菊 池 晴 彦 

１．プロポーザルの概要 

(1) 名称 

神戸市立医療センター中央市民病院移転業務委託事業者選定プロポーザル 

(2) 募集要項 

別途配付する「神戸市立医療センター中央市民病院移転業務委託事業者選定プロポーザル実施要

領」（以下、「実施要領」という。）による。 

(3) 履行期間 

契約締結日翌日から平成 23 年７月 31日（日）までとする。 

(4) 履行場所 

  現病院 神戸市中央区港島中町４－６（新病院の開設に伴い廃止予定） 

新病院 神戸市中央区港島南町２丁目（平成 23 年７月開設予定） 

 

２．参加資格 

以下の(1) から(3）のすべての要件を満たすこと。 

(1)国内において 500床以上の病院の移転業務を直接受注し、遂行した実績を有すること。 

(2)国内において敷地内移転でない入院患者移送業務を伴う病院の移転業務を直接受注し、遂行した実

績を有すること。 

(3) 神戸市内に事業所（支店、営業所を含む。）を有すること。 

 

３．参加手続き 

(1) 本プロポーザルの窓口 

〒650-0046 神戸市中央区港島中町６－１ 神戸商工会議所会館７階 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 法人本部  

新中央市民病院整備室（以下、「整備室」という。） 

        担当 益谷、小西 

電話番号：078-940-0160  FAX 番号：078-306-2870 

E メールアドレス：y_masutani@kcho.jp 

 

(2) 実施要領の配布 

ア．配布期間：平成 22 年４月１日（木）から平成 22 年４月６日（火）まで（土・日曜を除く）の午前

９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

イ．配布場所：整備室 

 

(3) 説明会等 

本プロポーザルへの参加希望者は、原則として以下の説明会及び現病院の下見に参加すること。 

説明会への参加申し込みは、平成 22 年４月６日（火）の午後５時までに、所定の様式にて整備室へ 

持参又は郵送、ファックス、Eメールで申し込むこと。 

ア．説明会 

日時：平成 22 年４月８日（木） 午後１時 30分から午後２時 30 分（予定） 

場所：整備室 

イ．現病院の下見 

実施日：平成 22 年４月 10 日（土） 

下見時間は２時間程度を予定。時間割および集合場所は説明会にて指示する。 



 

 

(4）本プロポーザルへの参加申し込み 

所定の様式により行うこととし、整備室へ持参のこと。 

提出期限：平成 22 年４月 13日（火）午後５時（必着） 

 

(5）質疑 

質疑については、所定の様式により行うこととし、電子データで整備室へ提出すること。 

ア．提出期限：平成 22 年４月 13 日（火）午後５時（必着） 

イ．回答方法：原則としてＥメールにて行うこととし、参加者のノウハウに関わる内容を除き、参加者

全員の質疑をとりまとめの上、参加者全員に対して回答する。 

回答日：平成 22 年４月 16 日（金）（予定） 

 

(6) 提案書提出 

所定の様式により行うこととし、整備室に持参のこと。 

ア．提出部数：10 部及び電子データ 

イ．提出期限：平成 22 年４月 23 日（金）午後５時（必着） 

 

(7) プレゼンテーション 

 提案者は、提案内容のプレゼンテーションを行うことができる。 

日時：平成 22 年４月 30 日（金）を予定。時間、場所等の詳細は、別途連絡する。 

 

４．選定方法等 

(1) 選定方法 

「神戸市立医療センター中央市民病院移転業務事業者選定委員会」（以下、「委員会」という。）に

おいて行う。 

 

(2) 決定方法 

見積価格に基づく「価格点」と提案書の内容審査に基づく「審査点」との合計による総合評価を行 

うものとし、委員会の選定結果に基づき、当選者を決定する。 

 

(3) 選定結果の通知等 

ア．本プロポーザルの結果は、平成 22年５月上旬に、参加者全員に対して郵送で通知する。 

イ．当選者は、「神戸市立医療センター中央市民病院移転業務委託契約」の契約予定者となる。 

 

５．その他 

(1) 書類作成において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(2) 留意事項 

ア．提出書類の著作権は参加者に帰属する。 

イ．提出書類は、非公開とし、返却しない。 

ウ．提出書類について、この書面及び実施要領の定めに適合しない場合は、無効とすることがある。 

エ．提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効とするとともに、当選を取り消す

ことがある。 

オ．原則として、書類提出後の記載内容の変更は認めない。 

(3) 参加に要する費用 

  本プロポーザルに要する費用は、参加者の負担とする。 

(4) その他 

  詳細は、実施要領による。 


